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1

施設状況票では、施設の概要、利用者の利用状況、職種別の従事者の状況等について、ご報告い
ただきます。

施設状況票のExcelファイルはマクロを含んでいますので、初めにマクロを有効化してご使用ください。

入力前に「施設状況票入力にあたってのお願い」 （赤枠①）の内容をご確認ください。また、設問ご
とに入力セルの横や項目名の横に注釈（赤枠②）を記載していますので、併せてご参照ください。

施設の状況をご確認の上、入力欄（太枠内）を入力してください。薄いオレンジ色のセルが入力可
能なセルです。また、セルのコピーアンドペースト（貼り付け）を使用するとファイルが使用できなくなる場
合がありますのでご注意ください。

１．施設の概要
[期中の開設・廃止等]
期中に開設、休止、廃止、譲渡した場合のみ、選択肢から選んで入力してください。重複する場合は、
選択肢の数字が大きいものを優先して入力してください。
（例）期中に開設し、譲渡した場合は、「４」譲渡と入力します。

２．利用状況
[定員の変更（年度内）] 
年度内に定員を複数回変更した場合は、直近の変更時期を入力してください。

【定員と年間延べ利用者数】
[定員数] 
[定員の変更（年度内）]にて「１」を入力している場合は、 [当初（期首）]に加えて[変更後

（期末）]の欄を入力してください。（赤枠③）

[延利用乳幼児者数]
＜延利用乳幼児数の算出方法＞
（例）1月～11月：10名、12月：9名利用の場合→10名×（1月の日数31＋2月の日数28＋
3月の日数31＋4月の日数30＋5月の日数31＋6月の日数30＋7月の日数31＋8月の日数31＋
9月の日数30＋10月の日数31＋11月の日数30）＋9名×12月の日数31＝3,619と計算します。

※上記の計算が難しい場合は、以下の計算によっても差し支えありません。
会計期間中、Aさんが365日利用、Bさんが150日利用 → 365+150=515

【入力例】
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３．加算等の状況
加算の算定状況について伺います。会計期間内に算定した実績があるもの全てに「1」を入力してください（プルダウンによる入力も可能）。

４．従事者の状況
従事者の状況について伺います。会計期間内の10月1日時点の状況を入力してください（小数点第一位まで）。派遣職員等の常勤換算には業務委託による従事者を含みます。

５．委託の状況
委託の状況について伺います。該当するもの全てに「1」を入力してください（プルダウンによる入力も可能）。業務委託を利用していない場合は、「委託なし」をお選びください。
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注）「労務管理」は、給与計算、勤怠管理、就業規則の作成等の業務を委託している場合、「会計・請求」は決算業務、措置費の請求等の業務を委託している場合が該当します。

宿直

労務管理 会計・請求 その他 委託なし

合 計 6.1 7.3 0.0 13.4

給食業務
（全面委託）

給食業務
（一部委託）

清掃 洗濯 送迎

専 門 相 談 員 1.0 1.0 そ の 他 0.2 0.5

1.2 調 理 員 0.0

保 育 士 4.6 2.9 7.5 医 師 0.0 0.5 0.5

常勤職員
（a）

非常勤職員の
常勤換算（b）

派遣職員等の
常勤換算（c）

合計
（a）+（b）+（c）

施 設 長 （ 院 長 ） 0.5 0.5

主 な 職 種 の 内 訳
常勤職員
（a）

非常勤職員の
常勤換算（b）

派遣職員等の
常勤換算（c）

合計
（a）+（b）+（c）

主 な 職 種 の 内 訳

栄 養 士 0.0

児 童 指 導 員 0.5 0.7

社会的養護処遇改善加算（Ⅲ） 社会的養護処遇改善加算（Ⅳ） 社会的養護処遇改善加算（Ⅴ）

民間施設給与等改善加算 社会的養護処遇改善加算（Ⅰ） 社会的養護処遇改善加算（Ⅱ）

配置改善加算 里親支援専門相談員加算 1 心理療法担当職員加算 1

個別対応職員加算 小規模グループケア加算

基幹的職員加算 1 第三者評価受審費加算 賃借費加算

1 家庭支援専門相談員加算

医療的ケア児等受入加算 指導員特別加算 ボイラー技士雇上費加算

加算の算定なし ※加算を算定していない場合は、「加算の算定なし」をお選びください。

３．加算等の状況
会計期間内に算定した実績があるもの全てに「1」を入力してください。加算を算定していない場合は、
[加算の算定なし]に「1」を入力してください。プルダウンによる入力も可能です。

４．従事者の状況
10月1日時点の状況を入力してください。会計期間内に10月1日が無い場合は、期末の人数を用
いてください。

複数施設（事業）で勤務している、または同一施設（事業）で複数の職種を兼任している職員が
いる場合は、従事者の重複が生じないよう、勤務時間や人件費等を用いて按分します（詳細は別欄
の「従事者の按分について」をご覧ください）。

[調理員]
給食業務を委託している場合（調理員が委託業者の従事者）は空欄にしてください。（赤枠④）

５．委託の状況
業務委託を利用しているもの全てに「1」を入力してください。業務委託を利用していない場合は [委

託なし]に「1」を入力してください。

[給食業務（全面委託）]・ [給食業務（一部委託）]
献立作成や食材の仕入れ等、給食業務の全てを委託している場合は[給食業務（全面委託）]を
選択してください。調理員が委託業者の従事者の場合は、４．従事者の状況の[調理員]が空欄と
なっていることを確認してください。（赤枠④）

[労務管理]
給与計算、勤怠管理、就業規則の作成等の業務を委託している場合が該当します。

[会計・請求]
決算業務、介護給付費等の請求等の業務を委託している場合が該当します。

従事者の按分について
１週間あたりの総勤務時間を分母とし、各施設の総勤務時間を分子として勤務時間の按分を行います。

例：Aさん（１週間あたりの総勤務時間40時間）が、①特別養護老人ホーム（28時間）、②認知症高齢者グ
ループホーム（８時間）、③通所介護（４時間）の [施設長]（管理者）を兼務していた場合。

☞特別養護老人ホームの28時間÷ １週間あたりの総労働時間40時間＝0.7 から、特別養護老人ホームの
[施設長] は0.7になります。
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